
２４  航空連合 2007-2008産業政策提言 

 [1] 観光振興 

観光立国の実現に向けて着実な取り組みを 
 

観光振興に関する 

近年の動向 

「観光」は、旅行業や宿

泊業、航空を含む運輸関連

産業だけでなく、飲食業、

土産品業など多くの業種か

ら成る裾野の広い産業であ

るだけでなく、その他の産業まで大きな

経済波及効果を持っています。 

統計によれば、200５年度の日本国内

における総旅行消費額（訪日外国人旅行

消費額 1.6５兆円を含む）は 24.４兆円、

これによる付加価値波及効果は 29.7 兆

円（同年度名目 GDP50３ .４兆円の

5.9％）に上り、雇用創出効果は 4６９万

人（就業者数 6,404 万人の 7.3%）と推

計されています。 

 

政府も観光の経済効果に着目し、

2003 年からスタートした「2010 年ま

でに外国人旅行者数を 1,000 万人に倍

増する」ことを政府目標としたビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン（ＶＪＣ）

をはじめとする観光振興のための取り組

みを始めました。 

 

そうした流れの中、観光を 21 世紀の

国の重要な政策の柱に位置づけ、日本を

観光立国とするための取り組みを一層明

確かつ確実なものとするために「観光立

国推進基本法」が 2006年 12月に成立、

2007 年 1 月に施行され、同法に基づき

2007年6月に「観光立国推進基本計画」

が策定されました。 

この基本計画においては、国際競争力

のある観光地の形成や観光産業の国際競

争力の強化及び観光振興に寄与する人材

の育成、国際観光の振興、観光旅行促進

の為の環境整備について具体的な目標を

掲げ、講ずべき政策について定められて

おり、基本的な方針としては評価できま

すが、観光立国の実現に向けてはいくつ

か課題があります。 

 

ＶＪＣの対象国については、当初の５

カ国（中、米、韓、台、香）から現在で

は 12 ヶ国となりましたが、訪日促進地

域の選択と集中という本来の目的からす

ると、疑問が残ります。訪日外国人旅行

者の国別のシェアを見ると、2006 年ま

での統計では 7 割以上がアジアからの旅

行者で占められてお

り、経済発展ととも

に今後も伸びが期待

できることからも、

ひとまずアジア各国

からの誘致を優先す

ることを念頭に取り

組むべきではないで

しょうか。 

日本における観光

振興の大きな柱である訪日外国人旅行者

数の増加に向けては、リピーターの醸成

が不可欠であり、快適な訪日観光のため

の環境整備により重点をおくべきと考え

ます。訪日外国人旅行者からよく指摘さ

れる「言葉が通じない不便さ」への対応

が、これまで以上に求められます。 

訪日外国人旅行者を増やすという観点

からの観光地の整備について、近年取り

組みが進められているニューツーリズム

の造成も、ニーズが高く誘致が期待でき

るものから環境を整えていくことが重要

です。 

外国人旅行者の出入国手続きの円滑化

についても、一部の空港では出入管に時

間がかかっており、また今後地方空港で

のチャーター乗入れが進んでいくことを

考えると早急な対策が必要です。 

 

また観光振興のもうひとつの柱である

日本人の旅行促進（国内、海外）にあたっ

ては、「旅行に行きやすい環境作り」が

なにより重要です。 

直近の「国民生活に関する世論調査」

において、今後の生活で特に重点を置き

たい分野としては、｢レジャー･余暇生活｣

を選んだ人が最も多く、観光に対する潜

在需要は高いにも関わらず、旅行機会数

は伸び悩んでいます。これは、休暇の短

さや取り難さ、また休暇時期の集中と

いったわが国の休暇制度に関する構造的

な問題が原因であり、結果として、まと

まった日数の旅行に思うように出かけら

れないといった不具合や、旅行地におけ

る集中と混雑等の弊害を引き起こしてい

ると指摘されており、抜本的な改善が求

められます。 

 

この他観光振興には、旅行者の動向を

把握し、分析した上で効果的な施策を展

開する必要からも、早急に整備を進める

必要があります。 

また組織体制について、国土交通大臣

が任命される観光立国担当大臣に省庁横

断的な権限はなく、省内に設置された総

合観光政策審議官も省庁間の調整が主た

る役割となっており、縦割り行政は払拭

しきれていません。 
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リピーター醸成の為 

外国語対応を 

訪日外国人旅行者倍増に

向けリピーターを醸成させ

ていくためには、快適な訪日

観光宿泊施設、観光地、飲食

店など訪日外国人の対面施

設における他国語表記の増設や対応係員

の養成が急務です。特に外国語対応係員

の養成に関しては、「観光ルネッサンス

事業」の中に組み込まれ、指定の手順を

踏むことで国の補助を受けることができ

ます。しかし、補助基準に係員養成以外

の要件があることや申請手続きが煩雑な

ため、活用しづらいものとなっています。

「語学と接遇の研修に特化」「手続きの

簡略化」「地方自治体ベースで申請を可

とする」等、補助を受けやすい体制に改

善すべきです。また、「通訳案内士」や

06 年 4 月から創設された「地域限定通

訳案内士」試験の複数回実施なども実施

し、外国語対応係員の養成をすすめ、外

国人旅行者が安心して訪問できる環境を

早急に整備することが重要です。 

 

ニーズに応じた観光地整備 

近年取り組みが進められているニュー

ツーリズムのうち、地域活性化を目的に

「産業観光」振興の取り組みが都道府県

や観光関連団体を中心に進められていま

す。訪日外国人旅行者を増やすという観

点からは、とりわけ近隣アジア諸国の

ニーズの高いテクニカルビジットを推進

する必要があります。そのためには、受

け入れ企業に対する税制優遇等、インセ

ンティブを与えることによる受け入れ側

の体制整備支援、受け入れ可能な企業の

データベース化による情報発信、仲介体

制の整備など、外客誘致の観点からも産

業観光を振興させていくことが重要です。 

 

VJC 推進体制の点検 

観光立国推進にかかわる予算は、

2007 年度で約 40 億円となっており、

年々増額しています。航空業界からも国

土交通省の該当部署へ出向し、業界を挙

げての取り組みを行っていますが、VJC

がスタートして 5 年が経過したため、取

り組みの点検を行う必要があります。 

外国人旅行者の 

出入国手続きの円滑化 

中国からの団体観光旅行について、査

証発給対象地域が中国全土に拡大され、

また、韓国についても短期滞在型査証免

除措置が万博以降も継続されるなど、査

証手続きの簡略化が進んでいます。今後

も「査証相互免除取極」の対象国拡大、

APEC ビジネストラベルカードのような

ビザ発給手続きの省略化・簡素化や迅速

化などの効率化を実施し、利便性向上を

図ることが望まれます。 

一方で、一部の地方空港のみならず主

要空港においても、ダイヤの変わり目や

チャーター便が就航された時などに外国

人旅行者の出入国の混雑が目立ちます。

今後アジア･オープンスカイの取り組み

が進み、地方空港と外国を結ぶチャー

ター便が増えていくことが予想される中、

早急な対策が必要となります。具体的に

は、係員を増員する等需要に柔軟に対応

できる体制の整備、各国の訪日状況を見

ながらプレクリアランスについても拡大

していくなど、手続きにかかる負担をで

きる限り軽減することが求められます。 

また、出入国手続きが円滑でない原因

は、査証の発給は外務省、出入国管理は

法務省、観光振興は国土交通省といった

縦割り行政も一因です。観光庁の設立が

2008 年度概算要求で求められています

が、新たな組織を作るだけでなく、本来

の目的である縦割り行政の払拭ができる

体制を構築すべきです。 

 

休暇制度と旅行促進 

世界有数の観光立国といわれるフラン

スでは、過去の経済低迷期に長期のバカ

ンス（有給休暇取得）を法制化するなど

経済政策を転換し、サービス分野の生産

性向上とあわせ取り組んだことで観光産

業が発展、国内経済に大きく貢献してい

ると言われています。我が国においても

正社員の労働時間長期化や年休取得率の

低下傾向を踏まえ、2007 年 6 月にまと

められた「国内旅行需要喚起のための休

暇にあり方について」の最終報告で、休

暇を「あまった『暇』」ではなく、時間

の使い方を消費対象と考えた時の「資源」

であると捉え、かつ旅行を通じて得られ

た経験･知識が人間力向上につながり、引

いてはその人が属する企業にとっての財

産になるという観点から休暇取得促進と

旅行振興の重要性をうたっています。 

年休の取得促進にあっては、それを進

める企業へのインセンティブの付与など

国の支援とあわせ、労使による取り組み

が重要です。われわれ労働組合もその観

点からしっかりと取り組んでいくことが

求められます。 

休日の増加という点では、祝日法改正

により進められたハッピーマンデーはそ

の設定後、国内旅行が約 5 割、海外旅行

が約 2 割それぞれ増加しており、旅行機

会の増加が需要拡大に効果があると言え

ます。近年官公庁や民間企業、学校等で

週休 2 日制が浸透してきていることを考

えると、祝祭日が土曜日にあたった際に

も日曜日の時と同様、翌月曜日を振替休

日とすることや、祝祭日のない 6 月に

ハッピーマンデーを設けるなど、新たな

旅行機会を増やすことで旅行需要の拡大

が期待できます。 

あわせて、9 月 20 日の空の日を祝日

化し、その時期にある敬老の日と秋分の

日とあわせ連休を取りやすいようにする

ことを提唱します。 

 

民間も行政も長期休暇取得の観点から

学校の「秋休み」の創設促進を提言して

おり広報宣伝を進めていますが、学校で

も休業の多様化が徐々に進み、2 学期制

と合わせて秋休みを導入する学校も出て

きました。加えて、親とともに家族旅行

や社会見学ができる「子ども有給休暇制

度」を創設することも、家族のつながり

を見つめ直し、絆を深める重要な機会で

あり、重要な教育政策・観光政策です。 

 

この他、国内からの海外旅行者を増や

すという観点では、パスポート発行手続

きについても、発券事務所の増設や土日･

深夜営業など、利用者拡大を実施し、手

軽に手続きが出来る環境の整備や、近隣

アジアへの旅行費用に比べ割高感のある

申請費用の見直しも重要です。 

 


